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平成26年度診療報酬改定の概要（歯科診療報酬）
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平成24年度診療報酬改定の概要（歯科診療報酬）

周術期口腔機能管理料Ⅰ 手術前280点
手術後190点

がん等に係る手術を実施する患者の周術期におけるロ腔機能の管理を行うため、歯
科診療を実施している保険医療機関において、周術期口腔機能管理計画に基づき、
当該手術を実施する他の病院である保険医療機関に入院中の患者又は他の病院で
ある保険医療機関若しくは同一の病院である保険医療機関に入院中の患者以外の患
者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を
文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回を限度として、手術後は手
術を行った日の属する月から起算して3月以内において3回を限度として算定する。

周術期口腔機能管理料Ⅰを算定した月において、歯科疾患管理料、周術期口腔機能
管理料Ⅲ、歯科特定疾患療養管理料、歯科治療総合医療管理料、がん治療連携指
導料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者歯科治療総合医療管理料、歯科矯正管
理料は算定できない。

※周術期口腔機能管理を必要とする手術とは、次のいずれかに該当する手術

イ 全身麻酔下で実施される、頭頚部領域、呼吸器領域、消化器領域等の悪性腫瘍

の手術、臓器移植手術又は心臓血管外科手術等

ロ 骨髄移植の手術



3

周術期口腔機能管理料Ⅱ 手術前500点
手術後300点

がん等に係る手術を実施する患者の周術期における口腔機能の管理

を行うため、歯科診療を実施している病院である保険医療機関におい

て、周術期口腔機能管理計画に基づき、当該手術を実施する同一の

保険医療機関に入院中の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理

を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合に

は、当該患者につき、手術前は1回を限度として、手術後は手術を行っ

た月の属する月から起算して3月以内において、月2回を限度として算

定する。

周術期口腔機能管理料Ⅲ 190点

がん等に係る放射線治療又は化学療法の治療期間中の患者の口腔機
能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、
周術期口腔機能管理計画に基づき、当該放射線治療を実施している他
の保険医療機関又は同一の保険医療機関の患者に対して、歯科医師
が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供
した場合には、当該患者につき、放射線治療等を開始した日の属する
月から月1回を限度として算定する。

周術期口腔機能管理料Ⅲを算定した月において、歯科疾患管理料、周術期口腔機能
管理料Ⅰ、周術期口腔機能管理料Ⅱ、歯科特定疾患療養管理料、歯科治療総合医
療管理料、がん治療連携指導料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者歯科治療総
合医療管理料、歯科矯正管理料は算定できない。
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周術期専門的口腔衛生処置 80点
（1口腔につき）

周術期口腔機能管理料Ⅰまたは周術期口腔機能管理料Ⅱを算定した
入院中の患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門
的口腔清掃を行った場合に、周術期口腔機能管理料Ⅰ又は周術期口
腔機能管理料Ⅱを算定した日の属する月において、術前1回、術後1回
を限度として算定する。

周術期専門的口腔衛生処置とは、周術期における口腔機能の管理を行う歯科医師の
指示を受けた歯科衛生士が、当該患者の口腔の衛生状態にあわせて、口腔清掃又は
機械的歯面清掃を行った場合をいう。

歯科医師は、周術期専門的口腔衛生処置に関し、歯科衛生士の氏名を診療録に記載
する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。

機械的歯面清掃処置を算定した日の属する月においては、周術期専門的口腔衛生処
置は別に算定できない。ただし、機械的歯面清掃処置を算定した日の属する月におい
て、周術期口腔機能管理を必要とする手術を実施した日以降に周術期専門的口腔衛
生処置を実施した場合は算定する。


